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市
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a
n
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車
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論

支
那
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幣
の
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途
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中
南
支
貿
易
j
i
-
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:
・
柑
純
一
立
博
士
木
村
増
太
郎

研

究

川
一
作
一
一
代
支
那
研
~
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沼
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そ
の
現
代
的
意
義

農
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漁
村
氏
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所
得
と
租
税
責
措
j
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-
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:
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蜘
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四
勝
士
回

ウ
ェ
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パ

1
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初
期
の
研
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経
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士
出
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h
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終
済
培
士
服
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五
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イ
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リ
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記
法
:
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抑
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済
皐
士
間
愛
弐

統
計
的
集
閣
に
於
け
る
形
式
的
問
頼
性
:
・
将
焼
串
士
有
正
コ
一

幕
末
上
海
貿
易
の
一
史
料

:
i
l
i
-
-
・
:
:
:
:
:
統
一
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博
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本
庄
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一読

1++ 
! :タ巳

十
四
、
五
世
紀
に
於
け
る
イ
タ

リ
ヤ
の
簿
記
法

fi司

ヨド

愛

次

lま

ヵt

"; 

し

ブ
イ
プ
チ
ヴ
ヒ
の
向
科
大
問
問
歌
校
ベ
ン
ド
ル
プ
は
パ
チ
オ
リ
町
田
開
史

同
町
田
口

E
E
m側、
r
〉
主
t
E
Z
R
P
C
2
E
E
=回
可

3
T
E
5
5

市
司

ip「
命
嵐
寄
恥

r
、

目
7
コ

-4f

の

叶

Z
E
P
E
M
×
『
・
]
[
よ
ユ
『
己
E
r
L
m
n
3
5

官
民
m
E
問

=
-
v
E
5
の
鰍
課
を
愛
表
し
た
。
パ
チ
オ
リ
の
生
派
並
に
彼

の
後
円
一
簿
記
書
に
謝
す
る
影
響
の
考
察
に
加
ふ
る
に
、
第
一
章
に
十
四
、

五
世
犯
の
イ
タ
リ
ヤ
の
簿
記
訟
を
ジ
ヱ
ノ
ァ
、

4

一
一
ス
、
ト
ス
カ
十
に

分
ヴ
亡
精
由
叫
に
併
究
し
、
同
著
書
の
末
尾
に
簿
記
史
の
文
献
や

4

加
へ
て

b
h

，。。
。同司『。同》三件向。口問
}vrw-

第
一
章
の
目
的
は
如
何
な
る
判
何
度
空
で
パ
チ
オ
リ
の
著
書
が
常
時
の

宍
践
に
桐
鹿
ピ
、
一
致
せ
る
も
の
な
る
か
を
確
定
せ
ん
た
め
で
あ
る
。

か
〈
て
彼
は
、
常
時
の
イ
タ
り
ヤ
の
賃
壮
舎
に
於
て
は
複
式
簿
記
法
な

る
も
の
は
阪
に
十
四
、
五
世
紀
に
知
ら
れ
使
用
さ
れ
て
を
り
、
そ
の
上

十
四
、
五
世
紀
に
於
け
る
イ
タ
リ
ヤ
の
簿
記
法

幾
多
の
粘
に
於
で
パ
チ
オ
リ
の
妓
遣
を
越
え
て
を
る
と
と
を
知
円
、

H

又
パ
チ
オ
リ
が
複
式
簿
記
法
の
笈
明
者
で
あ
る
と
い
ふ
今
な
ほ
儲
々
出

合
ふ
意
見
の
謀
っ
て
を
る
こ
と
が
、
明
瞭
と
な
る
と
遮
ぺ
で
を
る
u

既

に
十
四
世
紀
の
終
り
に
吾
々
は
終
替
簿
記
を
見
出
す
の
で
あ
る
が
、
一

世
記
後

ω
パ
チ
オ
リ
の
・
祖
国
Z
E
E
-
P
ョ
の
中
に
は
何
等
そ
の
殺
越
を
護

見
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
貨
に
パ
チ
オ
リ
白
身

H
H

苦
々
は

帥
慨
に
他
の
い
づ
れ
に
も
宮
し
て
推
奨
す
べ
き
ベ
ユ
ス
式
方
法
を
使
用
す

自
ら
が
愛
明
者
で
な
い
と
と
を
明
ら
か
に
し
て
を

る
H
H

と
惑
べ
て
、

一-

1.:) 
o 

1陀
最己 手孟
グ) ;V~ 

イ こ
夕、

リ 1=
ヤ春日
グ〉 チト
簿 L
I己た
'i'J~ い
に』

品可 ，EI 
し」、
て 日 )

-c v土
あ こ
るわ Uり

。寄与長

主「
白j

T.. 

匹1

先
づ
如
何
在
る
範
閣
の
史
料
を
如
何
友
る
黙
に
つ
き
如
何
様

に
考
察
し
た
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ね
。

の
史
料
に
つ
き
、

ベ
ン

F
ル
フ
は
個
h

記
載
内
容
、

そ
の
表
示
形
式
、
複
式
記
帳
、

締
切
、
陵
簿
組
織
、
獲
高
表

(EEN)
を
中
心
と
し
て
記
議
文

字
、
数
字
、
貨
幣
翠
位
に
到
る
ま
で
注
意
ゆ
品
川
っ
て
を
が
「
而

し
て
彼
は
借
方
貸
方
の
針
置

((uommEL》

02mm=ロ
ヨ
悶
)

並
に
完
全

友
る
勘
定
組
織
(
財
産
勘
定
系
統
と
禿
本
一
勘
定
系
統
と
を
有
し
複
式
記

帳
が
完
全
に
行
は
れ
る
こ
と
)
を
有
し
、
記
帳
さ
れ
る
債
額
が
同
一

第
四
十
八
巻

八
五
五

第
五
扱

七

五

Balduin Penndorf， 
1933. Stuttga了t.
例へば F.batiniの帳簿を見よ oPenndorf， Luca Pactoli Ol1V. cite， p. 4_?-46. 
これに闘し問中藤一郎パチオ H以前児於げる伊太利簿記の展望〔合計36巻2娘、
p. 181) の紹介あり。

Buchholtung 1494. Luca PacioJi， Abhandlung iiber die 
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十
四
、
豆
世
紀
に
於
け
る
イ
タ
リ
ヤ
の
簿
記
法

二
に
少
し
詑
を
附
す
る
に
止
め
る
。

ジ
ェ
ノ
?
に
於
て
、

ジ
ー
ノ
ア
市
の
駅
務
官
史

(
V
T
E
-
-
の

帳
簿
{
二
一
一
四

O
年
)
並
に
サ
ン
・
ジ
ヨ
ル
ヂ
ョ
銀
行
の
帳
簿
ご
四

O
八
年
以
来
)
を
護
見
し
、
。
へ
ン
ド
ル
7

は
前
者
に
於
て
複
式
簿

記
法
の
最
初
の
趨
問
を
見
る
。

ぺ
=
ス
に
於
て
は
J
ド
ナ
ル
ド
・
ゾ
-
7
y
ツ
オ
の
蓄
帳
簿
(

四一

c
l
一
四
一
六
年
)
新
帳
簿
(
一
四

O
六
1

一
四
三
四
年
)
が
存
在

し
、
叉
パ
ル
パ
リ

l
ゴ
家
の
帳
簿
(
一
四

Eo--
四
四
0
、

四
O
l
一
四
四
九
、

一
四
五
六
|
一
四
八
二
年
}
を
愛
見
し
、

に
師
叫
に
後
に
イ
タ
リ
ヤ
式
簿
記
法
と
稀
せ
ら
れ
る
も
の

L
形
態

を
見
出
す
。

ト
ス
カ
ナ
に
於
て
、

一
年
の
7

ロ
レ
ン
ス
の
銀
行
家

の
帳
簿
は
吾
々
の
知
る
最
古
の
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
他
ア
ロ 四

後
者

第
四
十
八
巻

八
五
六

第
五
披

丹、

レ
ン
ス
の

旨

2
5
]包
宮
古
の
帳
簿
(
一
二
七
二
J
一
二
七
五
年
)

ベ
ル
チ
商
曾
の
羊
皮
紙
綴
(
一
一
夫
)
八

l
一
=
一
四
五
年
、
そ
の
中
機

得
一
一
品
項
徳
川
札
は
一
一
ユ
一
一
一
六

l
一
=
一
四
五
年
、

元
帳
H
U
は一一一一一二六

i
一

=
一
四
五
年
の
記
入
を
合
む
)
銀
行
家
の
パ
ル
ヂ
イ
の
帳
簿
〈
二
二

o
l
一
一
一
一
四
六
年
)
与
え
出

E
O
合
枇
の
朴
営
業
待
(
一
一
一
二
八

l
一一一一

二
三
年
)
メ
ヂ
千
商
曾
の
管
業
裕
(

H

崎
市
内
も
の
は
一
三
九
五
年
)
等

-
診
る
を
接
見
す
る
の
し
か
し
最
も
興
味
あ
る
は
尽
さ
江
田

F
E
-

〕
ぜ
門
戸
「

8
5
p
a
D
の
営
業
簿
で
.

一
回
世
紀
の
後
半
期
か
ら
そ

の
終
り
ま
で
緩
く
そ
れ
は
単
式
簿
記
法
か
ら
徐
?
と
複
式
簿
記

法
に
移
行
す
る
姿
態
を
一
示
す
。
財
産
同
録
、
残
高
表
も
そ
と
に

存
在
す
る
を
認
め
る
。

詰
一
併
し
彼
は
大
部
分
直
接
に
史
料
を
観
察
す
る
と
と
な
〈
先
事

の
研
究
書
特
に
日
・
ジ
1

フ
エ
キ
ン
グ
、
F
・
ベ
ス
ダ
の
著
作
を
通

す
と
と
に
依
り
果
し
て
を
る
。

ーー

彼
の
上
述
の
帳
簿
の
研
究
結
果
の
線
括
を
一
不
せ
ば
弐
の
如
く

で
あ
る
。

最
古
の
帳
簿
は

一
年
の
フ
ロ
レ
ン
ス
の
銀
行
家
の
記



帳
せ
る
も
の
で
る
る
が
、

そ

れ

は

一

五

O
年
後
ド
イ
ツ
で

(
例
へ
ば
ず
イ
コ
・
フ
ォ
ン
ゲ
ル
ダ
i

ぜ
ン
の
帳
簿
に
於
て
}
出
曾
ふ
如

き
方
法
即
ち
負
債
を
記
し
そ
の
下
陀
仕
掛
を
記
し
た
も
の
で
あ

道
一

こ
の
記
載
は
助
定
牛
ま
で
展
開
し
た
。
先
づ
第
一
に
人
名

る。勘
定
‘
後
に
十
三
世
紀
の
終
り
頃
物
的
勘
定
の
出
現
と
た
っ
た
。

併
方
附
け
と
貸
方
附
け
と
は
初
め
上
下
に
積
重
ね
て
記
せ
ら
れ

た
の
で
あ
る
が
、
既
に
牛
耳

L
E
P
号

g
ュE
O
1
2
E
2
5
E
ヨ

牛
田
円
。
〔
]
耳
目
。

-
P
L
9
9
2巾
弓
・
さ

2
2
E
G
に
依
り
表
現
せ

ら
れ
た
。
早
く
も
一
二
八
八
年
借
方
と
貸
方
の
封
置
を
後
見
す

」
の
方
法

hvぺ
2

1

式
と
指
叩
附
ナ
，

h
引

戸庁.り .:~) 

上"コ
り・7
しめ
てる
べ i，:;

.A .. 
ス々

に i，{
そ
の

起
源
を
有
す
る

中去
に

4思
』土

れ
る

然
し
未
だ
勘
定
組
織
は
不
充
分
で
特
に
資
本
金
勘
定
並
に
そ
れ

よ
り
減
生
す
る
諸
勘
定
を
飲
い
で
居
た
。
借
方
附
け
と
貸
方
附

け
の
記
載
位
置
の
上
下
で
あ
る
と
と
、
並
に
不
定
分
友
勘
定
組

織
か
〈
て
単
式
簿
記
法
は
十
四
世
紀
の
経
済
生
前
に
よ
く
使
用

さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
一
世
紀
を
経
過
す
る
中
に
併
方
貸
方

の
針
置
と
勘
定
組
織
の
芳
寅
化
か
〈
て
裡
式
簿
記
法
へ
の
移
行

を
視
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

十
、
四
五
世
紀
に
於
け
る
イ
タ
P
ヤ
の
簿
記
法

複
式
簿
記
法
の
一
目
肢
の
完
成
を
十
四
、
五
世
紀
の
ベ
一
-
ス
に

於
て
護
見
し
(
4
-
一
ス
に
於
て
愛
見
ず
る
景
告
の
複
式
簿
記
帳
簿
ぽ
一

四
O
六
l
三
四
年
の
ゾ
ラ
ン
ツ
オ
の
新
帳
簿
で
あ
る
)
。

そ
こ
か
ら
後

に
イ
タ
リ
ヤ
の
他
の
地
方
並
に
外
閣
に
流
布
し
て
ゆ
き
、
か
く

て
十
六
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
於
て
も
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
も
の

で
あ
る
。

乙
の
イ
タ
リ
ヤ
の
複
式
簿
記
法

弐
に
陵
簿
組
織
を
見
る
と
、

は
最
初
た
ピ
一
定
岐
を
畑
っ
て
居
た
の
み
で
あ
る
(
ジ
Z

ノ
ア
に

於
亡

ト
ス
カ
ナ
に
於
て

2
或
は
口
ず
き
四
1
3
L
P

の
同
『
門
会

-
P
コ
戸
口
d
w

.;0: 

tc 
"1.'. 
)N' 

て

七

九

と
日〉

フに;

限
(:;t 
最
初l

a

司

}

d

d

コ

古
2
2
z
p
t
柑

l
た
、

羊
皮
紙
、
後
に
木
綿
紙
か
ら
成
っ
て
を
り
、
議
帖
は
初
め
事
を

以
て
視
は
れ
大
き
な
鋲
を
打
附
け
ら
れ
た
板
紙
を
以
て
友
し
、

紙
を
以
て
な
し
た
。

そ
れ
ら
は
印
挙

後
に
羊
皮
紙
、

皮
革
、

有志 ←ト

数字
的架
雨I
~~件星
E二宰
ιL 
」

始
ま
U 

1=:1 

白そ]

名
都

所
有
者

筆
記

或
は
字
母
に
よ
り
庖
別
さ
れ
、
多
く
は
る
る

者
に
闘
す
る
記
述
が
之
に
つ

r
く
、
記
入
文
字
は
最
一
初
ラ
テ
ン

語
後
に
イ
タ
リ
ヤ
語
で
あ
っ
た
。
元
院
の
中
に
は
人
名
並
に
物

的
勘
定
が
記
秘
さ
れ
る
。

第
四
十
八
巻

八
豆
七

ブむ

第
五
披

B. Penndorr. Geschichte der Buchhaltung in Deutschland， p. 9 
トスカナの Ga，.:.parelloυlOta山 V(lrl Pratoが ォ ワ ベ ル ユ ユ ー に て 記 帳 し た 羊

皮紙に於で鷲見する。
alla veneziana. フロレンスの Pali，日10 di Falchoに凋する帳簿(I382年 )， '459 
年のフロレンえの尚ー人 Ame ricn H.~nGÍ の榔律事項簿等より明らかである。
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十
四
、
五
世
犯
に
於
け
る
イ
グ
ロ
ヤ
の
簿
記
法

勘
定
の
頭
文
字
は
目
立
つ
書
館
で
本
文
の
外
に
沿
か
れ
る
。

次
の
記
入
は
前
の
記
入
の
下
に
同
じ
形
式
で
⑦
(
さ
む
と
い
ふ
一
一
己

葉
で
始
ま
る
。

勘
定
名
題
に
伯
方
と
貸
方
j
午

2
0
缶
詰

w
p
z

里
町
内
が
つ
ピ
〈
。
後
に
附
側
の
ハ
日
2
0
が
脱
落
し
た
(
か
く
て

イ
タ
リ
ヤ
に
於
て
は

E
E
h
u古
田
町
認
が
使
則
さ
れ
て
を

5
0
年
数

は
勘
定
名
題
の
上
に
を
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、

一
方
日
間
以
大

部
分
本
文
中
に
あ
ら
じ
れ
た
c

僚
級
は
終
り
打
特
別
の
↑
償
問
削
欄

に
を
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
屡
と
そ
の
外
本
女
中
に
も
記
入
さ

れ
た
。
初
め
ロ
ー
マ
数
字
が
使
用
せ
ら
れ
、
十
三
世
紀
の
初
レ

オ
ナ
ル
ド
。
ピ
サ
の
カ
に
依
り
イ
ン
ド
ア
ラ
ビ
ア
数
字
が
ま
す

/
¥
行
は
れ
て
来
た
の
で
る
る
が
、

そ
の
利
用
は
禁
止
せ
ら
れ

た
。
償
額
欄
に
始
め
て
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
見
出
す
の
は
や
っ
と

十
四
世
紀
の
前
期
に
於
て
ピ
あ
る
叫
反
針
項
目
に
針
す
る
指
示

富
三

は
屡
k

u

こ
の
帳
簿
の
第
何
葉
げ
の
形
式
で
‘
注
さ
れ
た
。

後
に
と
の
元
帳
に
準
備
簿
た
る
日
記
帳
、
仕
謹
帳
が
加
っ
て

来
る
。

日
記
帳
は
最
初
の
記
入
簿
で
あ
り
、
や
が
て
そ
れ
は
仕

哩
昨
帳
に
秩
序
的
に
移
さ
れ
、
目
同
一
の
貨
幣
車
位
に
換
算
さ
れ

る
。
仕
諜
帳
と
元
帳
と
の
鰐
援
な
聯
闘
は
先
づ
第
一
に
ベ
ニ
ス

第
四
十
八
巻

O 

八
五
八

第
五
就

人
に
依
り
確
立
せ
ら
れ
た
。
仕
議
帳
の
記
入
は
年
代
的
の
も
の

で
あ
り
、
各
百
の
上
方
に
年
披
が
あ
り
、
日
附
は
記
入
の
上
或

E
T
〈
1

こ

f
h
E
L
b
O

k--百円
l
t
E
刀

E
t
-
而
し
て
個
々
の
記
入
は
一
本
の
水

平
協
に
依
り
国
別
せ
ら
れ
た
。
先
づ
一
仰
に
債
務
者
が
司
q
b
E
以

て
呼
ば
れ
そ
れ
か
ら
債
格
者
が

LP

を
以
て
そ
れ
に
つ

u
い
た

ら泊1
~1， 

後五
に I~
二正巳
低1の
グj 中
新~ 1::民
に雨
依者
りは;
た-
~.の

れヲ1"，
先立!'[e[ 
。間町〉

本*泉
文に
の依
荷l り
1'1::民
軍事別
言日・4士

せ
ら
れ
た
元
帳
の
二
勘
定
の
葉
教
が
記
入
さ
れ
、
時
記
後
仕
諾

記
入
は
抹
殺
せ
ら
れ
た
。
祈
助
帳
簿
の
中
・
先
づ
第
一
に
現
金

帳
簿
が
あ
り
吹
い
で
商
品
帳
簿
、
そ
れ
に
読
書
帳
簿
、
手
形
岐

簿
、
雑
費
帳
簿
、
そ
の
上
に
屡
々
家
計
の
雑
費
、
俸
給
、
地
代

等
の
た
め
の
特
殊
の
帳
簿
が
加
は
る
。
財
産
目
録
の
た
め
に
は

時
偶
同
様
に
特
殊
の
帳
簿

2
E
T訪
B
E
E
P
-
1
所
有
物
帳
簿
)

存
す
る
。
残
高
表
と
組
合
契
約
は
機
密
事
項
簿
に
記
入
さ
れ
た
。

一
の
勘
定
が
紙
回
の
鉄
乏
の
た
め
他
の
揚
所
に
繰
越
さ
れ
る

と
き
は
、

そ
の
断
定
は
借
方
貸
方
卒
衡
に
せ
ら
れ
そ
と
に
生
す

る
残
高
が
繰
越
さ
れ
る
。
し
か
し
何
等
仕
誇
記
帳
を
し
左
い
。

新
帳
簿
が
始
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
揚
合
屡
々
残
高
は
奮
帳
簿 泊Z

1430年可JakobBadoersがコンスダンチノープルtこ亡記耐えした傍業簿の中に猿
見さ作る。

4) 



の
最
後
の
紙
面
に
集
め
ら
れ
、

こ
L
よ
り
新
帳
簿
の
個
々
の
勘

定
に
も
た
ら
さ
れ
た
。

締
切
は
同
地
々
毎
年
起
っ
た
の
で
あ
る
が
、

と
の
際
よ
く
財
産

目
録
が
作
ら
れ
そ
の
場
合
の
評
債
は
調
達
債
格
乃
至
見
積
り
に

依
り
な
さ
れ
た
。

叉
現
に
減
慎
錆
却
が
特
に
動
産
‘
債
機
、
商
品

に
つ
い
て
恋
さ
れ
た
。
商
品
。
利
潤
は
し
ば
し
ば
個
々
の
は
別

高
勘
定
に
は
た
ず
残
高
綿
額
の
み
が
一
不
さ
れ
た
が
、

混
合
勘
定
を
作
ら
友
か
っ
た
。
締
切
と
勘
定
の
再
開
始
は
非
常

比
よ
〈
残
高
勘
定
〈
円
〉
コ
マ
4
5
5
3
)
が
採
別
せ
ら
れ
た
。
品
川
に
残

こ
の
場
合

に
は
個
々
の
勘
定
残
高
は
直
接
に
次
の
帳
簿
乃
至
更
に
同
一
帳

簿
の
他
の
紙
面
に
繰
越
さ
れ
た
。
残
高
表

(EEN)
は
債
務
者
、

不
動
産
、
動
産
、
現
金
在
高
、
償
帥
問
者
を
一
不
し
、
吹
い
で
モ

の
下
に
資
本
金
剛
定
並
忙
純
一
分
が
存
在
す
る
叫
純
街
は
な
ほ
一
花

阪
か
ら
の
損
盆
勘
定
の
認
し
に
依
り
枕
誇
せ
ら
れ
た
。

次
に
帳
簿
の
利
則
を
見
る
に
、
帳
簿
と
残
高
表
は
既
に
一
四

0
0年
頃
課
視
の
た
め
の
基
礎
と
し
て
役
立
て
ら
れ
た
。

そ
(1) 

た
め
に
官
嫌
に
よ
る
厳
密
な
る
吟
味
が
行
は
れ
た
の
で
あ
る
が

十
四
、
主
常
紀
に
於
け
る
イ
タ
リ
ヤ
の
簿
記
法

そ
れ
は
今
日
に
到
る
ま
で
績
い
て
を
る
。
山
営
業
簿
は
次
に
争
議

並
に
訴
訟
の
際
に
豆
要
な
役
割
を
演
じ
た
。

そ
の
検
誇
カ
を
見

る
に
、
設
波
立
て
ら
れ
た
商
業
帳
簿
へ
の
記
入
は
誓
約
の
庇
護

か
く
て
法
廷
の
前
に
於
て
か

L
る
記
入
を
否
認

す
る
者
は
何
人
も
偽
誓
者
に
あ
た
ひ
す
る
・
わ
け
で
あ
る
。

簿
記
法
に
闘
ず
る
法
律
的
規
定
は
、
先
づ
一
一
ニ
二
七
年
ジ
ェ

註
五

ノ
ア
の
都
市
共
和
闘
の
簿
記
に
つ
き
存
在
す
る
。

の
下
に
あ
り
、

フ
ロ
レ
ン
ス

〈;求に
El し占守
主夫:て
J 心つ 1:l: 
i:訟は帳
広島~ç ~~部
門 '1つ

亡記
引:ギ帳

d ノレ を
ド→

σ;乞
あの
つ規
た I主:
カ; ，亡
、イム

1) 

な
す

と

を
g~: 

苦
々
は
旨
百
二
。

i
i
:
f
L
〉

ト

ー

に
そ
ι
#
M
H疋
寸
，

E
J一七
yu

居
高
級
た
る
ギ
ル
ド
は
、
帳
簿
が
ギ
ル
ド
公
設
人
に
依
り
認
可

さ
れ
、
第
一
頁
に
憾
で
の
出
資
者
の
商
鋭
、
姓
名
、
洗
閥
名
並

に
陵
簿
の
内
容
が
の
ぺ
ら
れ
か
く
て
帳
簿
が
公
的
性
質
を
あ
た

へ
ら
れ
る
と
と
を
笠
ん
だ
の
で
る
っ
た
。

註
一

H
H
p
n
z
r
E
F
〉

5
2
D
E
Z
E
E
-
H
O
D
H
H
Pロ
己
ロ
ロ
開
会
出
。
戸
高
2
u

印

n
F
E
s
-
-
2
y
r
ユv
z
n
Y
F
N国
wτ
・
2
泊
四
参
照
。
取
引
自
多
か

れ
少
か
れ
無
形
式
的
殺
遠
か
ら
商
業
帳
簿
に
於
け
る
記
入
は
勘
定

の
借
方
附
け
又
は
貸
方
附
け
と
な
っ
た
。

2
5
5
2
は
一
の
濁
立

的
意
義
を
得
た
。
側
々
の
顧
特
に
封
し

Z
ぎ
が
聞
か
れ
、
彼
で

な
く
そ
の

zzu(勘
定
)
が
何
々
の
項
目
に
依
り
借
方
附
け
貸
方

附
げ
ら
れ
る
。

策
四
十
八
巻

八
五
九

第
五
銃
-
一
三
一

参照。 Penndorf，Luca. Pacio1i， p. 33 
参加oPenn<lorf， I.uca Pacioli， p. 40， 4J[， 
JJoren， Studien au凶 der Flo;e~tine ，r \Virtschaft~geschichte， 1908， Bd. 11， p. 
627， 628. 
David詰ohn，Ge~chichte von Florenz:. Berlin， 1925， Bd. IV， p. 132. 
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十
四
、
五
世
犯
に
於
け
る
イ
タ
リ
ヤ
の
簿
記
法

設
ニ
ペ
ユ
ス
人
ヤ
ロ
プ
・
バ
ド
ア
の
管
業
帳
簿
(
一
四
三
六
|
一
一
一

九
)
の
第
一
一
良
に
次
の
記
入
が
あ
る
。
二
回
Z
2
5
v
p
v
-
E
L
-
-

骨
u
m
F
戸
時
E
C
め
を
E
E
m
w
ロ
E
r
ヨ
ロ
z
d
M
♂
】
p
r
c
r
E
号
。
♂
口
-
E

己
目
同
日
目
白
E
C
同
C
D
U
Z
E
E
C
-出
「

中
山
内
ニ
一

i
-1

0
『
]
p
ロ
E
P
E
O
問
E
M
L
P
M
T
口

=
=
戸
商
『
問
。
口
内
2
3
2
値
一
円

a目
阿

吋

2
0
円
}
門
戸
ロ
巳
H
p
n
r
o
ロ
寸
。

2
m
E
O
P
ロ
ぬ
『
a
-
O
H
M

己ONOM】IMr=c、円》内円

E
μ
2
3
・
同
》
ぬ
円

円
・
同
〈
=
-
H
口
・

(
ゾ
ラ
ン
ザ
オ
の
一
四
二
三
年
の
記
帳
よ
叩
)

駐
四
例
へ
ば
ユ
コ
ロ
・
バ
ル
パ
リ

1
ゴ
(
一
四
五
七
八
二
)

諜
帳
よ
り
次
の
記
入
を
見
出
す
。

明
、
百

N
H
》
め
吋
Z
E
r
o
]宮
田

R
r
E
I
戸
問
。
一
〉
の
F
E
P
わ

O
ロ
E伝

p-MMmwr【
E

d
J
O
E
O
-
M
2
5
詰
問
E
2
0
2
r
p
o
F
c
u
E
}
・
5
z
ユ
後
の
記

入
を
見
る
と
失
の
如
〈
で
あ
る
。

H
J
O
円
町
市
内
M
O
ベ

-AW4M4ゐ『品。。rpzhw一一

月

J
a

Uコ
ft 

~JFnzpup 

註
五
一
花
帳
の
記
帳
は
銀
行
式
(
P
L
E
d
品
E
Z
E
E
}岡
山

)

す
と
と
が
望
ま
れ
た
。

に
依
り
な

史
撃
研
究
に
と
り
史
的
事
貨
を
確
定
す
る
と
と
は
第
一
の
要

件
で
あ
る
が
、
本
稿
に
於
け
る
ベ
ン
ド
ル

7

は
専
ら
と
れ
に
つ

く
し
て
を
る
。

ベ
ン
ド
ル

7

の
史
料
の
研
変
節
園
、
個
々
の
史

料
に
つ
い
て
の
研
究
項
目
は
先
述
し
た
。

第
凶
十
八
巻

第
五
競

一

八
六

O

一
、
研
究
範
閣
に
閲
し
て
は
、
イ
ダ
リ
ヤ
の
勘
定
帳
簿
の
草
な
る
も

の
殆

r全
部
と
考
へ
ら
れ
る
。
た
ピ
プ
ロ
レ
ン
ス
に
於
て
羊
毛
業
を
骨

め
る
メ
ヂ
チ
円
分
山
車
内
勘
定
帳
簿
の
考
察
を
H
F
W
一

二
、
研
究
項
目
に
関
し
て
は
、
上
症
の
外
記
載
結
果
の
吟
味
方
法
に

つ
い
て
の
考
察
を
加
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
棺
式
簿
記
拡
に
於
て
組
織
的
中

に
か
仁
も
巧
に
綜
合
せ
ら
れ
て
を
る
試
算
表
を
泊
し
て
な
す
記
載
結
果

の
吟
味
方
法
は
既
に
、
特
殊
な
形
式
に
於
て
で
あ
れ
、
車
式
簿
記
法
に

杭
て
有
羽
一
ず
る
P

一
ー
ら
が
掬
記
蛇
亦
2
F』

E
Z
に
μ
W
E
品

~:uれ
マ

を
針
。
け
だ
し
記
載
結
呆
の
吟
味
方
法
は
簿
記
法
に
と
り
本
質
的
な
も

の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ほ
複
式
簿
記
法
の
規
定
は
一
腹
正
し
い
と

一
百
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

更
に
単
式
簿
記
法
に
於
け
る
勘
定
の
表
示
形
式
を
単
純
に
5
・

Z
2
5
5
L
E
と
な
す
は
問
題
で
あ
る
。

回
、
史
費
相
互
の
連
閥
、
因
果
関
係
の
究
明
に
依
る
史
食
の
溌
建
畠

化
の
解
明
は
次
の
課
還
と
な
る
。

註
一
十
五
世
紀
の
前
牛
期
よ
り
十
六
世
和
に
わ
た
る
そ
れ
は
単
式

簿
記
法
よ
り
被
式
簿
記
法
へ
の
後
展
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
抽
刑
稿

複
式
簿
記
法
の
形
成
過
程
に
就
い
て
、
第
三
章
参
照
抑
制
消
論
叢
四

八
巻
三
披
O
H
一
，
F
=
E
C
-
-
E
n
q
L
E
E
-
P
2
巳
-
0
2
E
C
ご
E
E
P

O
E
L
-
-ぷ
阻
止

E
〈

P
E
-
-
斗
問
。
(
】
5
5
)
5
4
・

拙稿複式簿記法の形成過程に就いて、第二章参!H{cl 事!~済論議!A8君子3銃
art. Clle，第二章参照。

1) 
2) 




